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１－１ 基本方針について
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神栖市水道事業の基本理念
　～豊かな市民生活を次世代につなぐ水道～

１基本方針
○損益黒字を確保する。
損益計算書において収入が支出を上回ること。一般会計繰入金の要否を検討する。
○安定的な自己資金残高の確保
投資計画の財源の1つとして料金収入から積み立て、一定の金額を確保する。　資
産維持費の計上の必要性を検討。
○給水収益に対する企業債残高の割合を一定の限度内に抑制
現行の基本方針は企業債残高は給水収益の２００％未満にすることとしているが、
財政シミュレーションを検討した結果、割合を高めることも検討する。



１－２ 財政計画について
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２財政計画
水道事業の財政計画は定期的に見直すこととします。今後５０年間を見据えたうえで１０年間を計画期間
とします。(Ｒ９～Ｒ1８)収支均衡を目指す。

財源のバランス検討事項
○水道料金改定
使用者の負担を考慮する必要がある。
○投資額に対する企業債の割合
企業債の割合を高めると将来の負担が大きくなる。人口減少により1人当たりの負担は大きくなっていく。
○一般会計繰入金の要否
水道事業は受益者負担で事業を行うこととされているため、一般会計繰入金の要否について検討する。
○内部留保資金及び資産維持費について
内部留保資金は今まで積み上げてきた貯金。資産維持費は将来の更新費用を維持するため償却資産残高の
３％を毎年の利益となるよう収入を確保することが望ましいとされている。令和６年度決算で計算すると
約５億３千万円となる。



２－１ 給水収益、一般会計からの繰入金
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給水収益は、有収水量の増加に
伴って、年々増加しています。

一般会計からの繰入金は、令和
元年度以降減少傾向にあります。

（基準内繰入金）
公益性や政策的な理由から、一般会計が負担するべきとされている経費
総務省より毎年繰出基準が通知される

（基準外繰入金）
上記の繰出基準に該当しない、基準を超えて一般会計から繰り入れられる資金
独立採算制の原則から、発生しないことが望ましい

（給水収益）

（一般会計からの繰入金）



２－２ 経営指標一覧
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２－３ 経営指標一覧 グラフ
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経常収支比率
（経常収益／経常費用）

企業債残高対給水収益比率
（企業債残高合計／給水収益）

料金回収率
（給水単価／給水原価）

管路経年化率
（法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長）

　健全経営の基準とされる100％
を上回っていますが、経常収益に
は一般会計からの基準外繰入金も
含まれています。
　近年は物価上昇や減価償却費の
増加により経常費用が増加してお
り、低下傾向にあります。また、
今後は人口減少による給水収益の
減少も見込まれます。

　180％程度で推移しており、類
似団体平均値と比較すると低く、
給水収益に対する企業債の規模は
低い傾向にあります。
　今後10年間で法定耐用年数40年
を超える管路は延長ベースで50％
近くになり、多大な更新費用を賄
うために企業債残高は増加するこ
とが見込まれます。

　近年100％を下回っており、給
水に係る費用を給水収益で賄えて
いない状況です。類似団体平均値
と比較しても低い数値です。
　物価上昇や減価償却費の増加に
より、さらに低下することが見込
まれます。また、今後は人口減少
による給水収益の減少も見込まれ
ます。

　近年30％弱で推移しており、類
似団体平均値と比較すると老朽化
している管路の比率が高い結果と
なっています。
　今後さらに更新需要は高まる見
込みであり、企業債残高とのバラ
ンスを考慮しつつ、管路更新計画
に沿って更新を進める必要があり
ます。

【課題】
必要な収入の確保と費用
増加の抑制

【課題】
管路の更新進捗と企業債
残高のバランス

【課題】
給水原価に見合う給水
収益の確保

【課題】
管路施設の適切な更新



３－１ 適正な水道料金水準を検討する必要性
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１．料金収入の減少
給水人口及び有収水量の減少に伴って、料金収入の減少が見込まれる

２．収支状況の悪化

料金収入の減少に対し、物価高騰・人件費上昇や老朽化に伴う修繕費増加等の
理由により経費が増大し、結果として収支が赤字となる

３．施設の更新需要増加

水道事業開始より約57年が経過し、更新期限を迎えた水道管や老朽化した水道
施設の更新を行う必要がある

大規模災害に備え、計画的に耐震化を進める必要がある

４．施設更新のための財源の確保

企業債に偏った財源調達により過度に将来世代へ負担を課すことのないよう配慮



３－２ 適正な水道料金水準の検討
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投資・財政計画の策定
　・料金算定期間の決定
　・需給計画等の基本方針決定
　・財政収支の見積もり（財政シミュレーション）

料金水準の算定（総括原価の算定）
　・料金総収入額の算定
　・関連収入の控除
　・資産維持費の算入

料金体系の設定（個別原価の算定）
　・料金体系の選択
　・原価の分解、配分、配賦

水道料金（料金表）の確定
　・新料金表による財政シミュレーション

経営戦略改定

◆ 適正な水道料金水準の算定プロセス

第2回審議会

第3回審議会
第5回審議会

第4回審議会



３－３ 適正な水道料金水準の検討
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◆ 料金算定期間
料金算定の基礎となる原価（総括原価）を集計する期間

料金の安定性、期間的負担の公平性、原価把握の妥当性から設定する必要がある

「水道料金算定要領」においては、料金算定期間は算定時から概ね３年から5年を基準とし、
適切な時期に見直しを行うこととしている

料金算定期間を令和9年度～令和13年度（5年間）とする

※料金改定シミュレーションでは以後５年おきに料金を見直す想定としています



３－４ 将来人口の見通し
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行政区域内人口 給水人口

• 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推

計人口（令和５年推計）を採用

• 令和６年度実績93,550人から令和18年度には90,547人に

減少する見込みです。

• 行政区域内人口×普及率（総合計画目標値95.1％に達す

るまで毎年0.1%の上昇を見込む）

• 行政区域内人口に減少により令和６年度実績87,584人か

ら令和18年度には85,859人に減少する見込みです。



３－５ 将来有収水量の見通し
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一日平均有収水量 年間有収水量

• 家庭用：一日一人当たり有収水量（令和６年度実績値固

定）×給水人口

• 工場用、その他：令和６年度実績値固定

• 給水人口の減少により令和６年度実績27,185㎥／日から

令和18年度には26,812㎥／日に減少する見込みです。

• 一日平均有収水量に年間日数を乗算。

• 令和６年度実績9,922千㎥から令和18年度には9,787千㎥

に減少する見込みです。



３－６ 将来人口及び有収水量の見通し
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いずれも低下していく見込



３－７ 投資・財政計画 収益的収入
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【諸条件】①収益的収支（収入）　　※収益的収支：日常の経営活動に伴う収入及び支出
収益的収支 内容・設定条件

収益的収入

営業収益

　給水収益 需要予測で算出した年間有収水量×供給単価（R6実績値244.09円）

　その他営業収益

　　他会計負担金
一般会計からの負担金（消火栓・ボックス維持管理費負担金、応急給水用給水車維持管理費負担金）について令和
7年度当初予算額を基礎として計上

　　加入金
水道利用加入金について、令和7年度当初予算額を基礎として計上
令和8年度以降茨城県水道普及促進支援事業が終了のため、相当額（令和7年度当初予算額）を加算

　　手数料
令和7年度当初予算額を基礎として計上
下水道事業会計に対する使用料徴収業務手数料については、令和10年度からは徴収委託額に対する令和6年度の実
績割合で算出し、以降5年毎に物価上昇率を反映させた

営業外収益

　県補助金
茨城県水道普及促進支援事業に係る補助金について、令和7年度当初予算額を基礎として計上
令和8年度以降終了

　他会計補助金
一般会計からの基準内繰入金（児童手当）について、令和7年度当初予算を基礎として計上
基準外繰入金については、複数パターン（①なし　②0.7億円　③1億円）で算出した

　受取利息及び配当金 令和7年度当初予算額を基礎として算出した

　長期前受金戻入
固定資産の財源として収入した補助金や利用加入金などについて、資産の償却に合わせて収益化するもの
既存資産に係る分に加え、期間中に新たに発生する建設改良費に係る分を算出

　雑収益 令和7年度当初予算額を基礎として計上

特別利益 計上なし



収益的収支 内容・設定条件

収益的支出

営業費用

　給料・手当（通勤手当除く） 令和7年度当初予算額×賃金上昇率

　通勤手当 令和7年度当初予算額を基礎として計上

　動力費
各配水場の電気代など
需要予測で算出した年間給水量×動力費単価（R7見込値4.83円）×物価上昇率

　受水費

茨城県からの水道水購入費用について、現契約を基礎として算出
・基本料金⇒契約水量43,150㎥×＠1,500円×12ヶ月
・使用料金⇒年間給水量×＠54円
・加入促進減免分⇒R6実績△18,995千円

　燃料費 公用車のガソリン代について、令和7年度当初予算額を基礎として物価上昇率を加味

　委託料
外部事業者に対する各種委託料について、令和7年度当初予算額を基礎として物価上昇率を加味
※単発的な案件は別途調整、その他内容によって現実に即して調整

　修繕費 漏水個所や配水場設備の修繕について、令和7年度当初予算額を基礎として物価上昇率を加味

　負担金 水道協会会費や公務災害負担金などについて、令和7年度当初予算額を基礎として算出

　その他各経費 令和7年度当初予算額を基礎として算出

　減価償却費
固定資産の購入費用を、その資産の使用期間（耐用年数）に合わせて費用化するもの
既存資産に係る分に加え、期間中に新たに発生する建設改良費に係る分を算出した

　資産減耗費 固定資産の除却費用について令和5年度・6年度実績、令和7年度当初予算の平均値を基礎として算出

営業外費用

　支払利息 企業債の支払利息について既往債分に加え、新規分を以下の条件に基づき算出
元金均等償還　償還期間：20年　据置期間：1年　利率：2.0%

　雑支出 加入金の減免還付金について、令和7年度当初予算額を基礎として算出

特別損失 計上なし

３－８ 投資・財政計画 収益的支出
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【諸条件】①収益的収支（支出） 【賃金上昇率】
内閣府「中長期の経済財政に関する
試算」（2025年1月試算）より「過去
投影ケース」を採用

【物価上昇率】
内閣府「中長期の経済財政に関す
る試算」（2025年1月試算）より
「過去投影ケース」を採用

以降同様



資本的収支 内容・設定条件

資本的収入

　企業債 起債額について、建設改良費の1/3で算出

　出資金 一般会計からの出資金について1億円を想定

　他会計負担金 一般会計からの消火栓設置工事負担金について、令和6年度実績と7年度当初予算の平均値を基礎として算出

　国庫補助金
配水管拡張工事に対する国庫補助金について、令和7年度当初予算の拡張費に対する割合より算出した（～R13）
配水管更新工事に対する国庫補助金について、令和7年度当初予算の更新費に対する割合より算出した

資本的支出

建設改良費

　配水施設拡張費
管路の拡張費について、令和8年度から令和13年度まで3.3億円、R14から2.2億円で固定
委託料と工事請負費は令和7当初予算額の割合でそれぞれ算出

　配水施設更新費
管路の更新費について、複数パターンで算出
（①8億円固定　②9億円から10年単位で増額　③10億円から10年単位で増額）

　設備改良費 令和7年度当初予算額を基礎として計上

　配水場建設改良費 配水場総額（鰐川・知手・土合・別所）1億円を見込む

資産購入費

　工具器具備品、量水器 令和7年度当初予算額を基礎として計上

　車両運搬具 車両買替として、令和8年度より2年毎に240万円を見込む

企業債償還金
既往債分に加え、新規分を以下の条件に基づき算出した
新規分⇒元金均等償還　償還期間：20年　据置期間：1年　利率：2.0%

３－９ 投資・財政計画 資本的収支
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【諸条件】①資本的収支　　※資本的収支：将来の経営活動のための投資及び資金調達



３－１０ 現行の水道ビジョンにおける目標値
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【目標１】経常収支比率100％以上（令和６年度実績：103.74％）

・給水収益等の経常収益で、維持管理費等の経常費用をどの程度賄えているかを表します。

・健全な経営を維持するには100％以上であることが求められます。

【目標２】企業債残高対給水収益比率200％未満（令和６年度実績：181.85％）

・給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表します。

・健全であるとされる基準値はありませんが、企業債残高が過剰にならないようコントロールするための
　基準として200％未満とします。

【目標３】補てん財源残高20億円以上（令和６年度実績：27.5億円）

・補てん財源は資本的収支における収支不足額に補てんするための財源で、過去の利益の蓄積や減価償却費
　など現金支出を伴わず企業内に留保される資金が該当します。

・過去の実績より最低限の運転資金として20億円を設定し、不足する場合は企業債を借り入れます。



３－１１ 料金改定シミュレーション
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◆ 料金改定シミュレーションのパターンについて
現行水準を維持し、料金改定を行わない場合

【前提条件】

①収益的収入（３条）一般会計補助金：１億円（R6実績1.3億円）
※基準外繰入金として経営に対する補助として繰入

②資本的収入（４条）一般会計出資金：１億円（R6実績9千万円）

　※基準内繰入金として主に耐震化事業に係る一般会計からの出資金

③資本的支出（４条）施設更新費　　：８億円（R5実績7億円 R6実績10億円）

前提条件①～③について複数のパターンを設定し、
適正な料金改定水準について検討を行います



３－１２ 料金改定シミュレーションパターン
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３条補助金 ４条出資金
４条施設
更新費

現行水準
維持

１億円 １億円 ８億円
・
・

料金改定をしない場合、いずれの目標も未達となります。
補填財源残高（現金預金残高）は令和18年度にほぼ０という結果となりま
す。

Ａ案 なし １億円 ８億円
R9
R14

：9.73％
：15.47％

・
・
・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入しない想定です。
施設更新費は現状と同程度で更新速度は比較的遅い想定です。
料金回収率は期間内平均で97.7％になります。（令和６年度実績：94.4％）

Ｂ案 １億円 １億円 ８億円
R9
R14

：5.58％
：10.51％

・
・
・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入する想定です。
施設更新費は現状と同程度で更新速度は比較的遅い想定です。
料金回収率は期間内平均で93.8％になります。（令和６年度実績：94.4％）

Ｃ案 なし １億円 ９億円～
R9
R14

：10.35％
：19.78％

・
・

・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入しない想定です。
施設更新費は増大していく更新需要に合わせ、９億円から段階的に投資を増
やす想定で更新速度は中程度の想定です。
料金回収率は期間内平均で99.3％になります。（令和６年度実績：94.4％）

Ｄ案 １億円 １億円 ９億円～
R9
R14

：6.09％
：14.91％

・
・

・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入する想定です。
施設更新費は増大していく更新需要に合わせ、９億円から段階的に投資を増
やす想定で更新速度は中程度の想定です。
料金回収率は期間内平均で95.4％になります。（令和６年度実績：94.4％）

Ｅ案 なし １億円 10億円～
R9
R14

：12.76％
：22.25％

・
・

・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入しない想定です。
施設更新費は増大していく更新需要に合わせ、10億円から段階的に投資を増
やす想定で更新速度は比較的速い想定です。
料金回収率は期間内平均で101.1％になります。（令和６年度実績：94.4％）

Ｆ案 １億円 １億円 10億円～
R9
R14

：9.02％
：16.88％

・
・

・

一般会計からの３条基準外繰入金を収入する想定です。
施設更新費は増大していく更新需要に合わせ、10億円から段階的に投資を増
やす想定で更新速度は比較的速い想定です。
料金回収率は期間内平均で97.1％になります。（令和６年度実績：94.4％）

パターン
目標達成に必要な
料金改定水準

説　　　明

なし

前提条件



３－１３ 料金改定シミュレーション 現行
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パターン 現行水準維持

前提条件 ３条補助金：１億円／４条出資金：１億円／４条施設更新費：８億円

料金改定水準 改定なし

指 標

結 果
• 料金改定をしない場合、いずれの目標も未達となります。
• 補填財源残高（現金預金残高）は令和18年度にほぼ０という結果

となります。



パターン Ａ案 B案

前提条件 ３条補助金：なし／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：８億円

３条補助金：１億円／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：８億円

料金改定水準 R9改定率：9.73%／R14改定率：15.47％ R9改定率：5.58%／R14改定率：10.51％

指 標

結 果
• 経常収支比率は100％～104％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は175.3%まで低下します。
• ３条繰入金がないため、経常収支比率や補填財源残高

を目標値水準にするため比較的高い改定率となります。

• 経常収支比率は100％～104％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は現水準を維持します。
• ３条繰入金を見込んだ場合、資金が増えるので、比較

的低い改定率で目標値を維持できます。

３－１４ 料金改定シミュレーション 更新投資８億円
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パターン C案 D案

前提条件 ３条補助金：なし／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：９億円～

３条補助金：１億円／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：９億円～

料金改定水準 R9改定率：10.35%／R14改定率：19.78％ R9改定率：6.09%／R14改定率：14.91％

指 標

結 果

• 経常収支比率は100％～105％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は現状水準を維持します。
• ３条繰入金がなく、施設更新費もある程度見込んでい

るため、目標水準維持には比較的高い改定率が必要に
なります。

• 経常収支比率は100％～105％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は現状水準を維持します。
• ３条繰入金を見込んでいますが、施設更新費が増え、

補填財源残高が不足するため令和14年度は比較的高い
改定率となります。

３－１５ 料金改定シミュレーション 更新投資９億円
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パターン E案 F案

前提条件 ３条補助金：なし／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：10億円～

３条補助金：１億円／４条出資金：１億円
／４条施設更新費：10億円～

料金改定水準 R9改定率：12.76%／R14改定率：22.25％ R9改定率：9.02%／R14改定率：16.88％

指 標

結 果
• 経常収支比率は100％～105％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は現状水準を維持します。
• ３条繰入金がなく、施設更新費も多額になるため、目

標水準維持には高い改定率が必要になります。

• 経常収支比率は100％～105％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は現状水準を維持します。
• ３条繰入金を見込んでいますが、施設更新費が多額に

なるため、目標水準維持には比較的高い改定率が必要
になります。

３－１６ 料金改定シミュレーション 更新投資１０億円
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パターン Ｆ’案

前提条件 ３条補助金：１億円／４条出資金：１億円／４条施設更新費：10億円～
建設改良費財源である起債割合を増加（33％→40％）

料金改定水準 R9改定率：6.99%／R14改定率：13.08％

指 標

結 果
• 経常収支比率は100％～105％程度で推移します。
• 企業債残高対給水収益比率は229.9%に増加します。
• 施設更新費は高い想定ですが、財源である起債による収入が増えるため、

料金改定率は比較的低く抑えられます。

３－１７ 料金改定シミュレーション 更新投資１０億円企業債割合増加
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企業債残高対給水収益比率
200%以上を許容する場合



４ 次回検討事項
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◆ 総括原価算定
水道料金の改定率は、公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」に基づき算出（総括原価方式）

・算定期間は５年間（令和9年度から令和13年度）

・資産維持費を求めるための資産維持率は３％が標準、各水道事業者の状況により適正な水準となるよう設定

（資産維持費＝料金算定期間における期首・期末の償却資産額の平均値×資産維持率）

F案の改定水準の場合
・資産維持率 0％
・資産維持率 3％(標準) の場合、改定率が40％となる

改定に伴う

増収分

控除

対象

収入
維持管理費ー控除対象収入 減価償却費 資産維持費

支

払

利

息

12,０７４百万円

水道料金（改定前）


